
公益財団法人松風会職員の給与支給に関する規程

（趣 旨）

第１条 この規程は公益財団法人松風会（以下「松風会」という）の職員の給与に関し必

要な事項を定めるものとする。

（職 員）

第２条 松風会の職員とは、事務局長及び事務職員をいう。

（給 与）

第３条 松風会の職員に対し、理事会が決めた給料を月々支給する。

（期末手当）

第４条 松風会の職員に対し、６月及び１２月に期末手当を支給する。この支給額は、県

職員に支給される率に準ずるものとする。

（通勤手当）

第５条 松風会の職員に対し通勤距離が片道４キロメートル以上の者に通勤手当を支給す

る。支給額は、上限を15,000円とし、通勤距離及び交通用具等を勘案し、その都度理事

長が決める。

附 則

１ この規程は昭和50年４月１日から施行する。

２ この規程は常務理事に準用する。

３ 昭和53年４月１日から施行する。

４ 昭和57年５月29日から施行する。

５ 平成15年４月１日から施行する。

６ 平成28年４月１日から施行する。

６


